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産
官
学
連
携
で
地
域
経
済
を
活
性
化 

第
２
回 

地
域
シ
ン
ク
タ
ン
ク
・
モ
ニ
タ
ー
調
査
結
果
か
ら 

第２回 地域シンクタンク・モニター調査結果から 

「ぷらっと・てついち」の店舗 

大阪・船場の街角 

「昭和レトロ」が売りの子飼商店街 

 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
は
、
総
合
的

な
労
働
政
策
研
究
の
一
環
と
し
て
、
昨
年
よ

り
「
地
域
シ
ン
ク
タ
ン
ク
・
モ
ニ
タ
ー
」
を

実
施
し
て
い
る
。
本
制
度
は
、
地
域
に
軸
足

を
お
い
た
調
査
研
究
活
動
を
実
施
す
る
九
つ

の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
（
組
織
名
は
文
末
参
照
）

か
ら
、
四
半
期
ご
と
に
地
域
経
済
や
雇
用
・

労
働
情
報
を
収
集
し（
六
〇
頁
参
照
）、
本
誌

上
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
情
報
提
供
す
る
も
の

だ
。 

　
今
回
は
、
五
月
下
旬
に
回
答
い
た
だ
い
た

第
二
回
モ
ニ
タ
ー
で
聞
い
た
、
地
域
活
性
化

と
産
官
学
連
携
の
事
例
を
中
心
に
レ
ポ
ー
ト

す
る
。 

 

　
衰
退
し
た
商
店
街
の
活
性
化 

　
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
の
相
次

ぐ
出
店
に
伴
い
、
既
存
の
商
店
街
に
空
き
店

舗
が
増
え
、
「
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
」
と
呼
ば

れ
る
地
域
が
拡
大
し
て
い
る
。
地
域
経
済
の

停
滞
が
伝
え
ら
れ
る
中
、
街
づ
く
り
を
通
じ

た
地
域
振
興
策
を
モ
ニ
タ
ー
に
尋
ね
た
。 

　
北
海
道
二
一
世
紀
総
合
研
究
所
か
ら
、
室

蘭
市
の
リ
ポ
ー
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。
か
つ
て

製
鉄
で
栄
え
た
室
蘭
市
は
中
心
市
街
地
が
衰

退
し
て
い
た
。
こ
れ
に
危
機
感
を
も
っ
た
地

元
商
店
街
は
、
商
業
施
設
に
公
民
館
と
図
書

館
と
民
間
保
育
所
が
入
居
す
る
「
ぷ
ら
っ
と
・

て
つ
い
ち
」
を
オ
ー
プ
ン
。
公
共
施
設
と
小

売
店
が
一
体
化
し
た
全
国
で
も
珍
し
い
建
物

だ
。
ビ
ル
内
で
は
、
地
元
の
商
店
が
営
業
。

市
場
の
雰
囲
気
を
生
か
し
な
が
ら
、
地
元
産

の
鮮
魚
や
野
菜
を
販
売
し
て
い
る
。
衰
退
し

た
地
元
商
店
街
が
、
新
た
な
器
を
得
て
再
出

発
し
、
復
活
を
め
ざ
し
て
い
る
。 

　
関
西
社
会
経
済
研
究
所
か
ら
、
「
文
化
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
再
活
性
化
の
事
例
が

寄
せ
ら
れ
た
。
か
つ
て
町
人
文
化
で
栄
え
た

大
阪
船
場
地
区
は
二
○
○
三
年
、
地
域
振
興

策
「
船
場
夢
舞
台
」
を
試
験
的
に
ス
タ
ー
ト
。

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
芸
人
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン

に
安
い
賃
料
で
、
発
表
の
場
を
提
供
し
て
い

る
。
こ
れ
を
機
に
船
場
地
区
は
、
町
人
文
化

が
若
者
文
化
に
姿
を
変
え
つ
つ
、
活
気
を
取

り
戻
し
て
い
る
。 

　
九
州
経
済
調
査
協
会
は
、
熊
本
市
の
商
店

街
の
事
例
を
紹
介
。
「
ハ
イ
テ
ク
」
「
レ
ト

ロ
」
な
ど
を
軸
と
し
た
、
個
性
的
な
取
り
組

み
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。 

　
熊
本
市
は
九
八
年
度
か
ら
、
商
店
街
活
性

化
特
別
支
援
事
業
と
し
て
、
独
自
の
施
策
に

最
大
三
○
○
万
円
を
補
助
し
て
い
る
。
○
三

年
度
は
、
五
○
地
域
を
支
援
し
た
。
市
の
中

心
に
あ
る
上
通
（
か
み
と
り
）
地
区
で
は
、

店
頭
の
読
み
取
り
機
に
か
ざ
す
だ
け
で
代
金

支
払
い
が
で
き
る
電
子
マ
ネ
ー
「
エ
デ
ィ
ー
」

を
導
入
。
カ
ー
ド
利
用
ご
と
に
マ
イ
レ
ー
ジ

が
た
ま
る
特
典
が
好
評
だ
。 

　
ま
た
、
子
飼
（
こ
か
い
）
地
区
で
は
、
「
昭

和
レ
ト
ロ
」
を
売
り
物
に
、
イ
メ
ー
ジ
戦
略

で
活
性
化
を
め
ざ
し
て
い
る
。
昔
な
が
ら
の

雰
囲
気
で
、
個
人
商
店
が
生
鮮
食
料
品
な
ど

を
販
売
。
一
部
の
店
舗
は
、
路
上
に
商
品
を

並
べ
、
昔
の
雰
囲
気
を
再
現
し
、
集
客
力
の

向
上
を
狙
っ
て
い
る
。 

 

　 　
企
業
誘
致
に
よ
る 

　
地
域
経
済
の
振
興 

　
地
域
経
済
の
活
性
化
に
向
け
、
地
方
自
治

体
も
積
極
的
に
動
い
て
い
る
。 

　
常
陽
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
茨
城
県
の

取
り
組
み
事
例
を
報
告
し
た
。
県
は
企
業
誘

致
を
促
進
す
る
た
め
、
全
国
で
も
例
が
な
い

県
税
の
特
別
措
置
を
実
施
。
二
○
○
三
年
四

月
一
日
か
ら
二
○
○
六
年
三
月
三
一
日
ま
で

に
、
県
内
に
事
業
所
ま
た
は
事
務
所
を
新
・

増
設
し
、
五
人
以
上
従
業
員
が
増
加
し
た
場

合
、
法
人
事
業
税
の
課
税
を
三
年
間
免
除
、

ま
た
不
動
産
取
得
税
も
免
除
し
て
い
る
。 

　
中
国
地
方
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
宍
道

湖
の
畔
に
あ
る
島
根
県
斐
川
町
の
事
例
を
紹

介
。
斐
川
町
は
九
○
年
代
、
富
士
通
や
村
田

製
作
所
な
ど
大
企
業
誘
致
に
成
功
。
し
か
し
、

誘
致
し
た
企
業
か
ら
製
品
を
受
注
で
き
る
地

元
企
業
が
少
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
町
の
企
業
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第２回 地域シンクタンク・モニター調査結果から 

「ビジネスサポートひかわ」での研修 

今治は高級タオルで生き残り 

振
興
室
が
中
心
と
な
り
、
地
元
企
業
に
対
す

る
支
援
を
目
的
と
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
ビ
ジ

ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
ひ
か
わ
」
を
設
立
。
町
と
Ｎ

Ｐ
Ｏ
が
連
携
し
て
新
製
品
を
開
発
し
、
新
た

な
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
開
拓
し
て
い
る
。 

 

九
州
経
済
調
査
協
会
か
ら
、
海
外
企
業
誘

致
の
リ
ポ
ー
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。
福
岡
県
は

二
○
○
二
年
一
一
月
、
県
内
と
東
京
に
企
業

誘
致
セ
ン
タ
ー
を
設
置
。
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
な
ど
海
外
五
カ
所
に
も
誘
致
事
務

所
を
置
き
「
ア
ジ
ア
の
玄
関
口
」
と
し
て
の

福
岡
の
地
理
的
メ
リ
ッ
ト
を
Ｐ
Ｒ
し
て
き
た
。

二
○
○
三
年
度
は
、
海
外
企
業
七
社
の
誘
致

に
成
功
。
過
去
の
海
外
企
業
誘
致
数
（
年
平

均
三
・
二
社
）
か
ら
倍
増
し
た
。 

 

　 　
再
活
性
化
を
目
指
す
地
場
産
業 

　
地
域
経
済
の
活
性
化
に
は
、
地
場
産
業
の

復
活
も
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
地
場
産
業
を
取

り
巻
く
環
境
が
厳
し
さ
を
増
す
中
、
再
活
性

化
し
た
事
例
を
尋
ね
た
。 

　
関
西
社
会
経
済
研
究
所
は
、
阪
神
大
震
災

か
ら
復
活
し
た
中
小
靴
製
造
業
の
レ
ポ
ー
ト

が
寄
せ
ら
れ
た
。
阪
神
長
田
地
区
は
、
九
五

年
一
月
の
大
震
災
で
、
甚
大
な
被
害
を
受
け

た
。
地
場
産
業
で
あ
る
靴
製
造
工
場
も
崩
壊
。

地
域
復
興
後
も
中
国
製
の
安
い
靴
が
大
量
流

入
し
、
地
場
産
業
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ

て
い
た
。
苦
境
の
お
り
、
中
小
靴
製
造
業
の

オ
ー
ナ
ー
の
娘
が
、
「
長
田
ブ
ラ
ン
ド
」
を

打
ち
出
し
た
。
幼
い
頃
か
ら
父
の
靴
工
場
で

養
っ
た
感
覚
と
、
大
学
で
学
ん
だ
デ
ザ
イ
ン

学
の
相
乗
効
果
に
よ
り
生
ま
れ
た
も
の
だ
。

高
級
感
溢
れ
る
デ
ザ
イ
ン
で
売
り
上
げ
を
伸

ば
し
、
長
田
地
区
再
生
モ
デ
ル
と
し
て
注
目

を
集
め
て
い
る
。 

 
四
国
経
済
連
合
会
は
、
生
き
残
り
を
賭
け

た
タ
オ
ル
業
界
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

愛
媛
県
今
治
地
区
は
国
内
最
大
の
タ
オ
ル
産

地
だ
。
安
価
な
中
国
製
品
の
流
入
で
、
年
々

競
争
力
が
低
下
す
る
中
、
地
元
業
界
は
高
級

タ
オ
ル
作
り
を
開
始
し
た
。
地
元
に
タ
オ
ル

美
術
館
を
開
設
し
、
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
。
海

外
の
品
評
会
に
も
出
店
し
、
高
い
評
価
を
得

た
。
都
内
に
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
を
開
設
し

需
要
を
喚
起
、
生
き
残
り
を
賭
け
た
取
り
組

み
を
進
め
て
い
る
。 

   

生
き
残
り
を
か
け
産
官
学
連
携 

　
企
業
が
地
元
大
学
と
共
同
研
究
を
行
い
、

新
規
事
業
を
創
設
す
る
こ
と
で
、
地
域
経
済

に
貢
献
す
る
事
例
が
増
え
て
い
る
。
モ
ニ
タ

ー
に
産
官
学
連
携
の
事
例
を
聞
い
て
み
た
。 

　
北
陸
地
方
は
産
官
学
連
携
が
盛
ん
だ
。
同

地
域
を
調
査
対
象
と
す
る
北
陸
経
済
研
究
所

か
ら
は
、
地
域
の
大
学
・
企
業
の
取
り
組
み

状
況
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

　
福
井
大
学
は
、
研
究
成
果
を
首
都
圏
の
企

業
に
発
信
し
は
じ
め
た
。
東
京
都
に
今
年
四

月
、
「
コ
ラ
ボ
産
学
官
プ
ラ
ザ
」
を
開
設
。

一
三
人
の
技
術
移
転
コ
ー
デ
ィ
ー
ネ
ー
タ
ー

の
う
ち
、
三
人
が
東
京
で
活
動
す
る
。
主
に

同
大
学
の
得
意
と
す
る
繊
維
や
原
子
力
研
究

を
紹
介
し
、
共
同
研
究
に
結
び
つ
け
る
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
地
域
の
メ
ー
ン
バ
ン
ク
で
あ
る
北

陸
銀
行
は
、
金
沢
大
学
の
バ
イ
オ
研
究
成
果

を
地
元
医
薬
品
メ
ー
カ
ー
に
技
術
移
転
す
る

た
め
、
同
大
学
の
Ｔ
Ｌ
Ｏ
（
技
術
移
転
機
関
）

と
共
同
説
明
会
を
開
催
し
た
。
地
元
医
薬
品

メ
ー
カ
ー
、
食
品
メ
ー
カ
ー
三
○
数
社
が
参

加
。
北
陸
銀
行
は
、
地
域
金
融
機
関
と
し
て
、

地
元
大
学
と
企
業
の
橋
渡
し
を
し
て
い
る
。 

 
中
国
地
方
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
は
、

銀
行
と
大
学
の
包
括
連
携
の
報
告
が
あ
っ
た
。

広
島
大
学
は
今
年
四
月
、
学
内
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
の
育
成
や
新
金
融
商
品
の
開
発
な
ど
を

目
的
に
、
広
島
銀
行
と
の
連
携
を
発
表
し
た
。

国
立
大
学
法
人
と
銀
行
の
包
括
的
連
携
は
全

国
で
も
初
め
て
だ
。
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
る

よ
う
な
成
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。 

 

青
森
公
立
大
学
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら

、

全
国
で
も
例
が
な
い
「
経
営
経
済
学
」
分
野

で
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

　
文
系
単
科
大
学
の
青
森
公
立
大
学
は
、
「
一

四
年
度
青
森
市
も
の
づ
く
り
モ
デ
ル
事
業
」

に
指
定
さ
れ
た
「
リ
グ
ノ
技
術
」
を
積
極
的

に
支
援
し
て
き
た
。
「
リ
グ
ノ
技
術
」
は
、

欧
州
で
急
成
長
し
た
木
造
住
宅
技
術
で
、
四

階
建
て
木
造
建
築
も
可
能
と
す
る
も
の
だ
。

こ
の
技
術
は
、
単
に
革
新
的
木
造
住
宅
技
術

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
戦
後
植
林
さ

れ
た
杉
の
用
途
を
拡
大
さ
せ
、
川
上
産
業
で

あ
る
林
業
や
製
材
業
を
再
活
性
化
さ
せ
る
可

能
性
を
秘
め
た
技
術
だ
。
今
後
は
、
東
京
大

学
・
熊
本
県
立
大
学
か
ら
工
学
面
で
の
支
援

を
受
け
、
疲
弊
し
た
地
域
経
済
や
林
業
の
再

活
性
化
を
目
指
し
て
い
く
。 

 

今
回
の
調
査
で
、
大
学
が
地
元
企
業
と
積

極
的
に
産
学
連
携
し
て
い
る
事
例
が
数
多
く

寄
せ
ら
れ
た
。
一
八
歳
人
口
の
減
少
、
国
立

大
学
法
人
化
等
、
大
学
を
取
り
巻
く
状
況
は

急
激
に
変
化
し
て
い
る
。
生
き
残
り
を
賭
け

た
地
方
大
学
が
、
企
業
と
の
連
携
を
強
め
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

◇
　
◇
　
◇
　
◇ 

 

モ
ニ
タ
ー
登
録
機
関
は
、
全
部
で
九
研
究

機
関
。
北
か
ら
、
㈱
北
海
道
二
一
世
紀
総
合

研
究
所（
北
海
道
）、
青
森
公
立
大
学
地
域
研

究
セ
ン
タ
ー（
青
森
）、
財
団
法
人
常
陽
地
域

研
究
セ
ン
タ
ー（
茨
城
）、
財
団
法
人
中
部
産

業
・
労
働
政
策
研
究
会（
愛
知
）、
財
団
法
人

北
陸
経
済
研
究
所（
富
山
）、
財
団
法
人
関
西

社
会
経
済
研
究
所（
大
阪
）、
社
団
法
人
中
国

地
方
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー（
広
島
）、
四
国
経

済
連
合
会（
香
川
）、
財
団
法
人
九
州
経
済
調

査
協
会（
福
岡
）。 

 

（
＊
）
本
文
の
写
真
は
、
実
施
団
体
の
Ｈ
Ｐ

掲
載
の
も
の
を
使
用
し
ま
し
た
。 

 

（
調
査
部
　
遠
藤
彰
） 
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資　料 

人材開発：教育、訓練および生涯学習に関するＩＬＯ勧告の概要 

Ⅰ.　目的、範囲および定義 
1.　加盟国は、社会的対話に基づいて、経済政策、財政政策、社会政策と一貫性が

ある、国の人材開発、教育、訓練ならびに生涯学習の政策を作成、適用し、かつ
見直すべきである。 

2.　略 
3.　加盟国は、次のようなものを人材開発、教育、訓練および生涯学習政策とすべ

きである：（a）ディーセントの職を創出し、また、持続可能な経済および社会
の発展の達成を目的とした一連の政策手段の一部として、生涯学習およびエンプ
ロイアビリティーを促進すること；（b）経済および社会の目標に同等の考慮を
払い、能力開発、ディーセントワーク、仕事の保持、社会発展、社会的一体性お
よび貧困削減の推進とともに、国際化する経済および知識・技能社会にてらし、
持続可能な経済発展に力点を置くこと；（c）革新が新たな雇用機会を創出し、
かつ新たな技能に対する需要を満たすための教育と訓練への新たな取り組みを求
めるものであることに鑑み、革新、競争力、生産性、経済成長、ディーセントワ
ークの創出、および人々のエンプロイアビリティーの重要性を強調すること；（d）
インフォーマル経済活動を、主流経済生活と完全に一体化したディーセントワー
クへ転換させるという課題に対処すること；政策およびプログラムは、ディーセ
ントワーク、および教育・訓練機会の創出、ならびに、労働者と使用者をフォー
マル経済に移行させることに役立つ取得した事前学習および技能を認証する、と
いう目的を持って開発されるべきである；（e）地域、国内および国際連携ネッ
トワークを利用して、教育および訓練における、また、教師・指導員の訓練にお
ける、情報・通信技術の活用に必要なインフラへの公的および民間投資を推進か
つ維持し；（f）教育および訓練への参加の不平等を軽減する。 

4.　加盟国は次のことをすべきである：（a）教育および訓練は万人の権利であるこ
とを認識し、社会的パートナーと協力して、すべての人が生涯学習を利用できる
ようにする；（b） 生涯学習の実現は、次のような明確なコミットメントに基づ
くべきである；政府は、すべてのレベルで教育および訓練を強化するための投資
および条件整備を行い；企業は、自社従業員の訓練を行い；かつ各個人は、自己
の能力およびキャリアを発展させる； 

  
Ⅱ.　教育、訓練政策の開発および実施 
5.　加盟国は次のことをすべきである：（a）社会的パートナーの参画を得て、教育、

訓練に対する国家戦略を明確にし、また、国、地方、地域、分野および企業のレ
ベルでの訓練政策の指針となる枠組を確立すること；（b）企業が教育および訓
練に投資し、各個人が自己の能力およびキャリアを発展させ、かつすべての者が
教育および訓練プログラムへ参加することを可能にしかつ動機付けるため、支援
的な社会政策およびその他の政策を発展させ、経済的環境およびインセンティブ
を創出すること；（c）国の状況および慣行と一貫性を持った、教育・訓練提供
システムの開発を促進させること；（d）ディーセントな条件下で働く有資格の
教師および指導員が、根本的に重要であることを認識し、良質の教育および就業
前訓練への投資に第一義的責任を負うこと；（e）生涯学習を促進するための国
家資格の枠組を発展させ、企業および雇用あっせん機関が技能の需要を供給に適
合させることを補助し、各個人が訓練および進路を選択をすることを指導し、か
つ事前の学習および過去に取得した技能、能力および経験の認定を促進させるこ
と；この枠組では、国家レベルでの透明性を失なわせず、労働市場における技術
および傾向の変化に対応させ、かつ地域間および地方間の違いを認識されるべき
である；（f）制度開発、事業の妥当性、質、および高い費用対効果についての基
本原則として、国際、国家、地域、地方、分野、企業の各レベルでの訓練に関す
る社会的対話と団体交渉を強化すること；（g）教育、訓練および生涯学習にお
ける男女間の機会均等を推進すること；（h）若年者、未熟練労働者、障害者、
移民、老齢労働者、原住民、少数民族、および社会的に疎外された者といったよ
うな、国として特別なニーズがあるとされる人々、および中小企業、インフォー
マル経済、農村部門および自営労働者に対する、教育、訓練、および生涯学習の
利用推進をはかること；（i）社会的パートナーの、訓練に関する社会的対話への
参加を可能にするための支援を提供すること；（j）各個人に対して、彼ら自身と
その他の者に、ディーセントワークを創出するための起業家的技能を発展させ、
かつそれを適用させるための、教育、訓練および生涯学習、また、他の政策とプ
ログラムを通じて支援および補助を行う。 

6.　（1）加盟国は、教育および雇用前訓練ならびに失業者訓練に対する政府の第一
義的責任に鑑み、かつ更なる訓練における社会的パートナーの役割、とくに職業
経験の機会提供における使用者の役割が不可欠であることを認識して、生涯学習
の概念の中で、協調した教育および訓練システムを確立、維持かつ改善すべきで
ある。 

 （2）教育および雇用前訓練には、基礎知識、読み書きと計算の技能、ならびに
適切な情報・通信技術の使用を組み入れた義務基礎教育が含まれる。 

7.　加盟国は、教育および訓練への投資を決定する際には、比較可能な国、地域お
よび分野で関係性のある指標を考慮すべきである。 

  
Ⅲ.　教育及び雇用前訓練 
8.　加盟国は次のことをすべきである：（a）教育および雇用前訓練の責任を認識し、

かつ社会的パートナーとの協力により、すべての者のエンプロイアビリティーの
強化および社会的一体性へのアクセス向上をはかること；（b）とくに若年時に
教育および訓練機会を拒まれた成人のために、公式ではない教育および訓練への
取り組みを発展させること；（c）可能な限り、学習および訓練において、新し

い情報・通信技術の活用を奨励すること；（d）労働関係法およびその他の形式
の労働規則の上の、すべての関係者の権利義務に関する情報を伴った、職業、労
働市場および進路に関する情報とその案内、および雇用カウンセリングの提供が
行われるようにすること；（e）教育および雇用前訓練プログラムが当を得たも
のであり、かつその質が維持されるようにすること；（f）職業教育および訓練シ
ステムが、労働市場に適合する技能の開発と証明に適した機会を提供するため、
開発かつ強化されるようにすること。 

  
Ⅳ.　能力開発 
9.　加盟国は次のことをすべきである：（a）社会的パートナーの参加を得て、各個

人、企業、経済および社会全体として必要な能力についての傾向の特定を、絶え
ず推進すること；（b）訓練における社会的パートナー、企業および労働者の役
割を認識すること；（c）団体交渉を含む二者間対話における、社会的パートナ
ーの訓練分野でのイニシアティブを支援すること；（d）訓練への投資と参加を
推進させる積極策を提供すること；（e）公式、非公式の学習を含め、職場での
学習と経験を認定すること；（f）次のことを通じて、職場での学習および訓練の
拡大を推進すること；（・）技能を向上させる実績のある仕事方法の活用；（・）
公的および民間の訓練提供者によるオン・ザ・ジョブまたはオフ・ザ・ジョブ訓
練の体系化、および情報・通信技術の更なる活用；および（・）訓練への参加を
促進させる適切な社会政策および措置とあわせた新たな学習形式の活用；（g）
民間および公務使用者に、人材開発の最善方法の採用を促すこと；（h）不平等
を軽減する目的で、女性、また特定のグループ、経済分野、および特別の必要性
を有する人々を対象とした訓練を推進し、実施するための機会均等戦略、措置お
よびプログラムを開発すること；（i）すべての労働者のための進路指導および技
能向上、また、仕事が危機的状況にある従業員再訓練のための支援への、均等な
機会および利用を推進すること；（j）多国籍企業に対して、企業のニーズを満た
しかつ国の発展に寄与するため、本国および出先国におけるすべてのレベルの従
業員への訓練を提供するように求めること；（k）公務部門における社会的パー
トナーの役割を認識しつつ、すべての公務部門の従業員にとって、公平な訓練の
政策と機会の発展を推進すること； 

 （l）各個人に、仕事、家庭、および生涯学習の利益を両立させることを可能にす
るための支援的政策を推進すること。 

  
Ⅴ.　ディーセントワークおよび社会的一体性のための訓練〈略〉 
  
Ⅵ.　技能の認定および証明の枠組 
11.　（1）取得した国、また取得方法が公式か非公式かにかかわりなく、事前学習

および以前の経験などの技能の評価、証明および認定のための透明なメカニズム
の開発、実施および資金拠出を推進するための措置を、社会的パートナーと協議
し、かつ国の資格枠組を活用して採用すべきである。 

 　（2）そうした評価は、客観的、非差別的で、かつ基準と連係した方法を 
 とるべきべきである 。 
 　（3）国の枠組には、技能が持ち運び可能であり、かつ分野、産業、企業、お

よび教育機関各間にわたって認定が確保される、信頼できる証明システムを含む
べきである。 

12.　移民労働者に対する技能および資格の認定、およびその証明を確保するための
特別の規定を設けるべきである。 

  
Ⅶ.　訓練提供者 
13.　加盟国は、社会的パートナーと協力して、各個人および企業の異なったニーズ

を満たし、資格の高質な基準、能力の認定と可搬性および国の品質保証枠組の中
の資格認証を確保するため、多様な訓練の提供を推進すべきである。 

14.　加盟国は次のことをすべきである：（a）訓練提供者の資格証明に関する枠組
を開発すること；（b）訓練の拡大および多様化を推進する際の、政府および社
会的パートナーの役割を特定すること；（c）公的制度の中に品質保証を組み入れ、
民間訓練市場の中でその開発を推進し、その教育および訓練の結果を評価にかけ
ること；（d）指導員の品質基準を開発し、かつ指導員がその基準を満たすため
の機会を創設すること。 

  
Ⅷ.　進路指導および訓練支援サービス 
15.　加盟国は次のことをすべきである：（a）個人の生涯を通じて、職業と進路に

ついての情報と指導、就職あっせんサービスと職業検索技術、および訓練サービ
スへの参加と利用を保証し、かつ促進させること；（b）情報・通信技術の活用、
また、進路についての情報／指導および訓練支援サービスにおける従来からの最
善の慣行の活用を推進し促進させること；（c）社会的パートナーと協議の上で、
職業と進路の情報および指導に関して、雇用サービス、訓練提供者、および他の
関連サービス提供者の役割および責任を特定すること；（d）起業に関する情報
と案内を提供し、起業家としての技能を向上させ、かつ、とりわけ成長およびテ
ィーセントワークを創出するに当たって重要な企業の役割について、広く教育者
および指導員の間での認識を高めること。 

  
Ⅸ.　人材開発、生涯学習および訓練における調査〈略〉 
  
Ⅹ.　国際技術協力〈略〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連合仮訳） 


